
 
 

無

料

低

額

宿

泊

所

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

 
（

趣

旨

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、
社

会

福

祉

法
（

昭

和

二

十

六

年

法

律

第

四

十

五

号

。
以

下
「

法

」
と

い

う

。
）

 
第

六

十

八

条

の

五

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、
無

料

低

額

宿

泊

所

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

 

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

無

料

低

額

宿

泊

所

」

と

は

、

生

計

困

難

者

の

た

め

に

、

無

料

又

は

低

 

額

な

料

金

で

、
簡

易

住

宅

を

貸

し

付

け

、
又

は

宿

泊

所

そ

の

他

の

施

設

を

利

用

さ

せ

る

事

業

を

主

た

 

る

目

的

と

し

て

行

う

施

設

で

あ

っ

て

、
次

の

各

号

に

掲

げ

る

要

件

の

い

ず

れ

に

も

該

当

す

る

も

の

を

 

い

う

。

 

一

 

次

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

こ

と

。

 

イ

 

入

居

の

対

象

者

を

生

計

困

難

者

に

限

定

し

て

い

る

こ

と
（

生

計

困

難

者

に

限

定

し

て

入

居

を

 

勧

誘

し

て

い

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

を

含

む

。
）
。

 

ロ

 

入

居

者

の

総

数

の

う

ち

に

生

活

保

護

法
（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）
第

六

条

第

 

一

項

に

規

定

す

る

被

保

護

者

（

以

下

「

被

保

護

者

」

と

い

う

。
）

の

数

の

占

め

る

割

合

が

お

お

 

む

ね

五

十

パ

ー

セ

ン

ト

以

上

で

あ

り

、
か

つ

、
居

室

の

利

用

に

係

る

契

約

が

建

物

の

賃

貸

借

契

 

約

以

外

の

契

約

で

あ

る

こ

と

。

 

ハ

 

入

居

者

の

総

数

の

う

ち

に

被

保

護

者

の

数

の

占

め

る

割

合

が

お

お

む

ね

五

十

パ

ー

セ

ン

ト

 

以

上

で

あ

り

、

か

つ

、

利

用

料

（

居

室

の

使

用

料

及

び

共

益

費

を

除

く

。
）

を

受

領

し

て

サ

ー

 

ビ

ス

の

提

供

を

行

う

こ

と
（

人

的

関

係

、
資

本

関

係

等

に

お

い

て

当

該

施

設

と

密

接

な

関

係

を

 

有

す

る

事

業

者

が

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

を

行

う

場

合

を

含

む

。
）
。

 

二

 

居

室

の

使

用

料

が

無

料

又

は

生

活

保

護

法

第

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

厚

生

労

働

大

臣

の

定

 

め

る

基

準

（

同

法

第

十

一

条

第

一

項

第

三

号

に

掲

げ

る

住

宅

扶

助

に

係

る

も

の

に

限

る

。
）

に

基

 

づ

き

算

定

し

た

額

以

下

の

額

で

あ

る

こ

と

。

 

（

一

般

原

則

）

 

第

三

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
入

居

者

が

地

域

に

お

い

て

自

立

し

た

日

常

生

活

又

は

社

会

生

活

を

営

 



む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、
現

に

住

居

を

求

め

て

い

る

生

計

困

難

者

に

つ

き

、
無

料

又

は

低

額

な

料

金

 

で

、
居

室

そ

の

他

の

設

備

を

利

用

さ

せ

る

と

と

も

に

、
そ

の

有

す

る

能

力

に

応

じ

自

立

し

た

日

常

生

 
活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

必

要

な

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

を

適

切

か

つ

効

果

的

に

行

わ

な

け

れ

ば

 
な

ら

な

い

。

 

２

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
入

居

者

の

意

思

及

び

人

格

を

尊

重

し

、
常

に

入

居

者

の

立

場

に

立

っ

て

サ

 

ー

ビ

ス

の

提

供

を

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
無

料

低

額

宿

泊

所

が

一

時

的

な

居

住

の

場

所

で

あ

る

こ

と

に

鑑

み

、
入

居

 

者

の

心

身

の

状

況

、
そ

の

置

か

れ

て

い

る

環

境

等

に

照

ら

し

、
入

居

者

が

独

立

し

て

日

常

生

活

を

営

 

む

こ

と

が

で

き

る

か

ど

う

か

に

つ

い

て

常

に

把

握

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

４

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
独

立

し

て

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

と

認

め

ら

れ

る

入

居

者

に

対

 

し

、

当

該

入

居

者

の

希

望

、

退

居

後

に

置

か

れ

る

こ

と

と

な

る

環

境

等

を

勘

案

し

、

円

滑

な

退

居

の

 

た

め

に

必

要

な

援

助

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

５

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、

地

域

と

の

結

び

付

き

を

重

視

し

た

運

営

を

行

い

、

県

、

市

町

、

生

計

困

難

 

者

の

福

祉

を

増

進

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

事

業

を

行

う

者

そ

の

他

の

保

健

医

療

サ

ー

ビ

ス

又

は

 

福

祉

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

者

と

の

連

携

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

６

 

無

料

低

額

宿

泊

所

の

構

造

設

備

に

は

、

日

照

、

採

光

、

換

気

そ

の

他

入

居

者

の

保

健

衛

生

及

び

安

 

全

に

つ

い

て

十

分

な

考

慮

を

払

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

規

模

）

 

第

四

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
五

人

以

上

の

人

員

を

入

居

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

規

模

を

有

し

な

け

 

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

設

備

）

 

第

五

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

の

建

物

は

、

建

築

基

準

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

一

号

）

及

び

消

 

防

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

八

十

六

号

）

の

規

定

を

遵

守

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

２

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
消

火

器

の

設

置

及

び

自

動

火

災

報

知

設

備

等

の

防

火

に

係

る

設

備

の

整

備

 

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
居

室

、
炊

事

設

備

、
洗

面

所

、
便

所

、
浴

室

及

び

洗

濯

室

又

は

洗

濯

場
（

以

 



下

「

居

室

等

」

と

い

う

。
）

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

他

の

社

会

福

祉

施

設

等

の

設

 

備

を

利

用

す

る

こ

と

に

よ

り

当

該

無

料

低

額

宿

泊

所

の

効

果

的

な

運

営

を

期

待

す

る

こ

と

が

で

き

 
る

場

合

で

あ

っ

て

、
入

居

者

に

対

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

に

支

障

が

な

い

と

き

は

、
居

室

等

の

一

部

 
を

設

け

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

 

４

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、

必

要

に

応

じ

、

共

用

室

、

相

談

室

、

食

堂

そ

の

他

の

施

設

の

円

滑

な

運

営

 

に

資

す

る

設

備

を

設

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

５

 

第

三

項

に

規

定

す

る

設

備

に

関

し

必

要

な

基

準

は

、

規

則

で

定

め

る

。

 

６

 

無

料

低

額

宿

泊

所

の

設

備

は

、
専

ら

当

該

無

料

低

額

宿

泊

所

の

用

に

供

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

 

ら

な

い

。

た

だ

し

、

入

居

者

に

対

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

に

支

障

が

な

い

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

 

い

。

 

（

職

員

）

 

第

六

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

に

は

、
施

設

長

及

び

規

則

で

定

め

る

員

数

の

職

員

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

 

な

い

。

 

（

施

設

長

等

の

資

格

）

 

第

七

条

 

施

設

長

は

、
法

第

十

九

条

第

一

項

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

若

し

く

は

社

会

福

祉

事

 

業

又

は

こ

れ

に

類

す

る

事

業

に

二

年

以

上

従

事

し

た

者

又

は

こ

れ

ら

と

同

等

以

上

の

能

力

を

有

す

 

る

と

認

め

ら

れ

る

者

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
職

員

が

法

第

十

九

条

第

一

項

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

と

な

る

よ

 

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

 

３

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
暴

力

団

員

に

よ

る

不

当

な

行

為

の

防

止

等

に

関

す

る

法

律
（

平

成

三

年

法

 

律

第

七

十

七

号

）
第

二

条

第

六

号

に

規

定

す

る

暴

力

団

員

又

は

同

号

に

規

定

す

る

暴

力

団

員

で

な

く

 

な

っ

た

日

か

ら

五

年

を

経

過

し

な

い

者

を

職

員

（

施

設

長

を

含

む

。

以

下

同

じ

。
）

そ

の

他

の

当

該

 

無

料

低

額

宿

泊

所

の

運

営

に

携

わ

る

者

と

し

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

非

常

災

害

対

策

）

 

第

八

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
消

火

器

、
非

常

口

そ

の

他

の

非

常

災

害

に

対

す

る

必

要

な

設

備

を

設

 

け

る

と

と

も

に

、

周

辺

の

地

域

の

環

境

及

び

入

居

者

の

特

性

等

に

応

じ

て

、

地

震

、

風

水

害

、

火

災

 



そ

の

他

の

災

害

が

発

生

し

た

場

合

に

お

け

る

安

全

の

確

保

の

た

め

の

体

制

及

び

避

難

の

方

法

等

を

 

定

め

た

防

災

計

画

(

以

下

「

施

設

内

防

災

計

画

」

と

い

う

。

)

を

策

定

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
２

 
無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
施

設

内

防

災

計

画

に

基

づ

き

、
非

常

災

害

時

の

関

係

機

関

へ

の

通

報

及

び

 
連

絡

の

体

制

並

び

に

入

居

者

を

円

滑

に

避

難

誘

導

す

る

た

め

の

体

制

を

整

備

し

、
こ

れ

ら

の

体

制

に

 

つ

い

て

定

期

的

に

職

員

及

び

入

居

者

等

に

周

知

す

る

と

と

も

に

、
市

町

等

と

の

連

携

協

力

体

制

を

整

 

備

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
非

常

災

害

に

備

え

る

た

め

、
こ

れ

に

対

す

る

不

断

の

注

意

と

訓

練

を

す

る

 

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

４

 

前

項

の

訓

練

の

う

ち

、

避

難

、

消

火

及

び

救

出

の

訓

練

は

、

一

年

に

一

回

以

上

行

わ

な

け

れ

ば

な

 

ら

な

い

。

 

５

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
前

二

項

の

訓

練

の

結

果

に

基

づ

き

、
施

設

内

防

災

計

画

の

検

証

及

び

必

要

 

な

見

直

し

を

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

重

要

事

項

の

説

明

等

）

 

第

九

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

の

開

始

に

際

し

て

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

入

居

申

込

 

者

又

は

そ

の

家

族

に

対

し

、

運

営

規

程

の

概

要

、

職

員

の

勤

務

の

体

制

、

当

該

サ

ー

ビ

ス

の

内

容

及

 

び

費

用

そ

の

他

の

入

居

申

込

者

の

サ

ー

ビ

ス

の

選

択

に

資

す

る

と

認

め

ら

れ

る

重

要

事

項

を

記

載

 

し

た

書

面

の

交

付

等

を

し

て

説

明

を

行

い

、
居

室

の

利

用

に

係

る

契

約

と

そ

れ

以

外

の

サ

ー

ビ

ス

の

 

提

供

に

係

る

契

約

を

そ

れ

ぞ

れ

書

面

に

よ

り

締

結

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、

前

項

の

契

約

の

締

結

に

際

し

、

入

居

申

込

者

に

対

し

、

保

証

人

を

立

て

さ

 

せ

て

は

な

ら

な

い

。

当

該

契

約

を

更

新

す

る

と

き

も

、

同

様

と

す

る

。

 

（

衛

生

管

理

等

）

 

第

十

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
入

居

者

の

使

用

す

る

設

備

及

び

飲

用

に

供

す

る

水

に

つ

い

て

、
衛

生

 

的

な

管

理

に

努

め

、

又

は

衛

生

上

必

要

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、

感

染

症

、

食

中

毒

又

は

害

虫

の

発

生

を

予

防

し

、

又

は

そ

の

ま

ん

延

を

防

 

止

す

る

た

め

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

秘

密

を

守

る

義

務

）

 



第

十

一

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

の

職

員

又

は

職

員

で

あ

っ

た

者

は

、
正

当

な

理

由

が

な

く

、
そ

の

業

務

 

上

知

り

得

た

人

の

秘

密

を

漏

ら

し

て

は

な

ら

な

い

。

 
２

 
無

料

低

額

宿

泊

所

は

、

職

員

又

は

職

員

で

あ

っ

た

者

が

、

正

当

な

理

由

が

な

く

、

そ

の

業

務

上

知

 
り

得

た

人

の

秘

密

を

漏

ら

す

こ

と

が

な

い

よ

う

必

要

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

苦

情

の

処

理

）

 

第

十

二

条

 
無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
入

居

者

又

は

そ

の

家

族

か

ら

の

苦

情

の

適

切

か

つ

迅

速

な

処

理

の

 

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
前

項

の

苦

情

を

受

け

付

け

た

場

合

は

、
当

該

苦

情

の

内

容

等

を

記

録

し

な

 

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

（

事

故

の

防

止

等

）

 

第

十

三

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
事

故

の

発

生

又

は

再

発

を

防

止

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

じ

 

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、

入

居

者

に

対

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

に

よ

り

事

故

が

発

生

し

た

場

合

は

、 

速

や

か

に

県

及

び

当

該

入

居

者

の

家

族

等

に

連

絡

を

行

う

と

と

も

に

、
必

要

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

 

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
前

項

の

事

故

の

状

況

及

び

事

故

に

際

し

て

採

っ

た

処

置

に

つ

い

て

、
記

録

 

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

の

設

置

）

 

第

十

四

条

 

無

料

低

額

宿

泊

所

は

、
本

体

と

な

る

施

設
（

入

居

定

員

が

五

人

以

上

十

人

以

下

の

も

の

に

 

限

る

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

本

体

施

設

」

と

い

う

。
）

と

一

体

的

に

運

営

を

行

う

附

属

施

設

で

 

あ

っ

て

、

利

用

期

間

が

原

則

と

し

て

一

年

以

下

の

も

の

（

入

居

定

員

が

四

人

以

下

の

も

の

に

限

る

。 

以

下

「

サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

」

と

い

う

。
）

を

設

置

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

 

本

体

施

設

及

び

サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

の

入

居

定

員

の

合

計

は

、
規

則

で

定

め

る

人

数

以

下

で

な

け

れ

 

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

は

、
本

体

施

設

と

一

体

的

に

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

位

置

 

に

設

置

す

る

等

入

居

者

に

対

す

る

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

に

支

障

が

な

い

も

の

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

 



い

。

 
３

 

第

五

条

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

で

の

規

定

は

、

サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

ご

と

に

適

用

す

る

。

 
４

 
前

三

項

に

規

定

す

る

も

の

の

ほ

か

、
サ

テ

ラ

イ

ト

型

住

居

の

設

置

に

関

し

必

要

な

基

準

は

、
規

則

 
で

定

め

る

。

 

（

規

則

へ

の

委

任

）

 

第

十

五

条

 
こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、
無

料

低

額

宿

泊

所

の

運

営

に

関

す

る

必

要

な

基

準

は

、 

規

則

で

定

め

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

十

四

条

の

規

定

は

、

令

和

四

年

 

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


